
令和６年度 山形県除雪オペレーター担い手確保支援事業のご案内

県が管理する道路の除雪を行う事業者に対し、安定した除雪業務の担い手となる除雪オペレーター
を育成し、冬期間の安全で安心な交通を確保するため、大型特殊免許の取得等に対して費用の一部
を補助します。

１ 補助の対象となる事業者
・山形県の令和５・６年度競争入札参加資格者名簿（建設工事）の役務
において除排雪業種に記載されている事業者とします。

２ 補助の対象となるオペレーター
・上記１における事業主、役員及び従業員で、交付申請日において普通
自動車免許（ＡＴ限定を含む。）を所持している55歳以下※の方とします。

３ 補助の対象となる経費
（１）大型特殊免許の取得に関して
・入学金、適性検査料、技能講習料、教本代、写真代及び検定料
（２）労働安全衛生法第61条に基づく車両系建設機械運転技能講習に関して
・講習会受講費及び教材料
（３）除雪機械管理施工技術講習会に関して
・講習会受講費及び教材料

（１）から（３）に要した費用の１／２以内、上限額を５万円とします。

上記１及び２に該当するか

補助金交付申請書（規則様式第１号）を提出します

申請内容の審査及び交付決定通知書

実績報告書（規則様式第２号）を提出します

免許取得・講習会受講

※提出期限は令和７年２月28日まで

※提出期限は、免許取得・講習受講後30日を経過
する日又は令和７年３月21日まで

補助金確定通知

交付申請の際に指定した口座への入金

補助金変更承認申請書（様式第２号）を提出します

事業を中止又は廃止する場合、補助事業中止
（廃止）承認申請書（様式第３号）を提出します。

※補助対象となったオペレーターは、交付年度か
ら起算して３年間、県管理道路の除雪業務に就い
ていただくこととなります。
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４ 手続きの流れ

下記の①から④については補助対象外です。
①旅費及び交通費
②仮免試験料、仮免交付手数料、運転免許申請料
及び技能試験料
③延長・補習教習料
④その他、取得・受講に関する事務的経費全般

：申請者が行う手続き

※交付決定後に事業着手し、令和７年３月14日までの間に取得・受講したものを補助します。
※予算がなくなり次第募集は終了となります。

除雪オペレーターの担い手確保を支援します！

問い合わせ・申し込みは下記へ
山形県 県土整備部 道路保全課 管理調整担当
☎023-630-2904,2604山形 除雪オペレーター 検索

もっと知りたい方、
申請書が欲しい方はこちらより↓

※令和６年４月１日時点


